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は じ め に                 

例年、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関

する法律」に基づき県内の各地域において販売されて

いる衣料品等の検査を行っている。2023 年度は壱岐

地区において販売されている衣料品等に含まれるホ

ルムアルデヒドの検査を実施したので報告する。

調 査 方 法

１ 検体及び試薬

24 月以内の乳幼児用の衣料品 15 検体、24 月を超

えるもの 5 検体の検査を行った(表 1）。

標準品として、ホルムアルデヒド標準液（関東化学

株式会社製、水質分析用）を使用した。その他の試薬

は特級品以上を使用した。

分光光度計は日本分光株式会社製 V-730 を用い

た。

表 1 検体一覧

検 体 数

24 月以内のもの 15 検体

下着

くつした

よだれ掛け

手袋

中衣

おしめカバー

7
3
2
1
1
1

24 月を超えるもの 5 検体

下着

くつした

寝衣

2
2
1

合計 20 検体

２ 分析方法

試験は、公定法 1)に規定する方法に準じて行った。

身体と接触する部分を細かく切り、24 月以内のもの

は 2.50 g を正確に、それ以外のものは約 1 g を精密に

量りとり、精製水 100 mL を正確に加えて 40°C で 1 時

間抽出を行った。これをガラスろ過器 G2 によりろ過し、

試験溶液とした。この試験溶液の波長 413 nm＊1 にお

けるホルムアルデヒドによる吸光度＊2 A−Ao を、分光光

度計を用いて測定した。

*1： 事前に、ホルムアルデヒド 4.0 ppm 標準溶液の

スペクトルを測定し、412～415 nm における吸

収の極大波長が検出された 413 nm を測定波

長として採用した。

*2： ホルムアルデヒドによる吸光度 A−Ao について、

吸光度 A とは、試験溶液とアセチルアセトン試

薬の反応により生じる吸光度であり、吸光度 Ao
とは、吸光度 A の対照として、アセチルアセトン

試薬の代わりに酢酸・酢酸アンモニウム緩衝液

を用いた溶液の吸光度である。ホルムアルデヒ

ドによる吸光度 A−Ao は、遊離ホルムアルデヒ

ドとアセチルアセトンの反応生成物（3,5-ジアセ

チル-1,4-ジヒドロルチジン）による吸光度を表

す。

検 査 結 果

表 1 に示した全ての検体は基準値以下であり、ホル

ムアルデヒドは検出されなかった。

（家庭用品中のホルムアルデヒド基準値）

(1) 24 月以内の乳幼児用のもの

A−Ao の値が 0.05 以下又は下式により計算する

試料 1 g についてのホルムアルデヒド溶出量が 16 
μg 以下でなければならない。

(2) 24 月を超えるもの
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下式により計算する試料 1 g についてのホルムア

ルデヒド溶出量は 75 μg 以下でなければならない。

ホルムアルデヒド溶出量(μg）

= C (μg/ml)×(A−Ao) / As × 100 × 1 / 試料採取量(g)
C： ホルムアルデヒド標準液の濃度

As：ホルムアルデヒド標準液の吸光度
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